
介護の資格をお持ちの方の「届出」制度について 

 

 かながわ福祉人材センターでは、介護福祉士をはじめとし、次の資格をお持ちの方に「届出」

をしていただくことで、福祉・介護の再就職支援の他、スキルアップのための研修情報やさまざ

まなイベント等の情報を提供いたします。 

【対象となる資格】 

 ①介護福祉士 

 ②実務者研修 

 ③介護職員初任者研修 

 ④介護職員基礎研修課程 

 ⑤訪問介護員養成研修１級課程（ホームヘルパー１級） 

 ⑥訪問介護員養成研修２級課程（ホームヘルパー２級） 

 

【「届出」の方法】 

 ①人材センターのホームページ「介護人材登録バンク」から 

 ②「福祉のお仕事」（全国社会福祉協議会）のホームページから 

 ③「届出」の様式（人材センターホームページからダウンロード可。）に必要事項を記入の上、

人材センターへ郵送いただくか、来所して手続きを行ってください。 

 ※①～③のどの方法で「届出」いただいても、「福祉のお仕事」に登録されたことになります。 

 

【問い合わせ先】 

 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター 

 〒２２１－０８３５  

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２かながわ県民センター１３階 

 TEL:０４５－３１２－４８１６ Ｍａｉｌ：ｊｉｎｚａｉ＠ｋｎｓｙｋ．ｊｐ 

 ＨＰ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｆｊｃ．ｊｐ／ 

 

 

 ※「届出」いただいた個人情報は本会個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱います。 

 

２０１７．１０．１ 

現在、就職していない方や介

護の業務に従事している方、

他の職種に就いている方も、

資格をお持ちの全ての方が

「届出」できます。 

 
【介護福祉士離職時届出制度について】 

平成２９年４月１日より社会福祉法が改正され、介護福祉士資格をお持ちの方は、離職時に

都道府県福祉人材センターに「届出」することが努力義務化されました。 

同じく、介護福祉士が離職した法人・事業者も「届出」をするよう促すことも努力義務と位

置づけられています。 


